
平成１６年８月

警察庁生活安全局

「古物営業法施行規則の一部改正試案」に対する意見の募集について

警察庁では、古物営業法施行規則を改正することを検討しております。

現在、検討している内容は 「古物営業法施行規則の一部改正試案 （別紙）のと、 」

おりです。

これに関し御意見のある方は、平成１６年９月１９日までに次のあて先に御意見を

お寄せください。

通 信 方 法 あ て 先

sspc@npa.go.jp（１）電子メールの場合

（２）郵送の場合 警察庁生活安全局生活安全企画課

犯罪抑止対策室

〒１００－８９７４

東京都千代田区霞が関二丁目１番２号

（３）ＦＡＸの場合 ０３－３５８１－００９６

（提出上のお願い）

・ 電話による御意見は受け付けておりません。また、頂いた御意見に対する個別の

回答はいたしかねます。

・ 頂いた御意見は、住所、電話番号、メールアドレス等の連絡先を除き、公開され

ることがありますので、あらかじめ御承知おきください。



別紙

古物営業法施行規則の一部改正試案

古物営業法（昭和２４年法律第１０８号。以下「法」といいます ）第１３条第３。

項、第２７条及び第３０条の規定に基づく古物営業法施行規則の一部を改正する規則

案の概要は、次のとおりです。

１ 管理者に得させる知識等

古物商又は古物市場主は、自動二輪車又は原動機付自転車を取り扱う営業所の管

理者について、自動車を取り扱う営業所の管理者と同様に 、一定の知識、技術（注）

又は経験を得させるよう努めなければならないこととします。

（注）古物商又は古物市場主は、自動車を取り扱う営業所又は古物市場の管理者については、不正品の疑いが

ある自動車の車体、車台番号打刻部分等における改造等の有無並びに改造等がある場合にはその態様及び

程度を判定するために必要とされる知識、技術又は経験を得させるよう努めなければならないこととされ

ています。

２ 情報の提供を受けることができる者

法第２７条の「盗品等の売買等の防止に資するため、盗品等に関する情報の提供

を求める者で国家公安委員会規則で定めるもの」は、古物商、古物市場主若しくは

古物競りあっせん業者又はこれらの者を直接若しくは間接の構成員とする団体から

の盗品等に関する情報についての照会に対し回答する業務（以下「回答業務」とい

います ）を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして４の承。

認を受けた法人その他の団体（以下「盗品売買等防止団体」といいます ）としま。

す。

３ 承認の申請

（１）４（１）の承認を受けようとする法人その他の団体は、次に掲げる事項を記載

した承認申請書を回答業務の本拠となる事務所の所在地を管轄する都道府県公安

委員会（以下「公安委員会」といいます ）に提出しなければならないこととし。

ます。

ア 名称及び住所並びに代表者の氏名

イ 回答業務を実施する事務所の名称及び所在地

（２ （１）の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならないことと）

します。



ア 定款若しくは寄附行為又はこれらに相当する書類（以下「定款等」といいま

す ）。

イ 役員に係る最近５年間の略歴を記載した書面及び住民票の写し（外国人にあ

っては、外国人登録証明書の写し）

ウ 役員に係る法第４条第１号から第５号までに掲げる者のいずれにも該当しな

いことを誓約する書面

エ 資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面

オ 回答業務に関する事業計画書及び収支予算書

カ 回答業務の実施に関する規程（以下「業務規程」といいます ）。

キ 回答業務に関して知り得た情報の適正な管理及び使用に関する規程 以下 情（ 「

報管理規程」といいます ）。

（３）業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとします。

ア 回答業務の実施の方法に関する事項

イ 回答業務を利用する者の範囲に関する事項

ウ 回答業務を実施する時間及び休日に関する事項

エ 前各号に掲げるもののほか、回答業務の実施に関し必要な事項

（４）情報管理規程で定めるべき事項は、次のとおりとします。

ア 回答業務に関して知り得た情報の適正な管理及び使用に関する職員の意識の

啓発及び教育に関する事項

イ 回答業務に関して知り得た情報の管理及び使用に係る事務を統括管理する者

の指定に関する事項

ウ 回答業務に関して知り得た情報の記録された物の紛失、盗難及びき損を防止

するための措置に関する事項

エ アからウに掲げるもののほか、回答業務に関して知り得た情報の適正な管理

又は使用を図るため必要な措置に関する事項

４ 承認

公安委員会は、３（１）の規定による承認申請書の提出があった場合において、

その申請に係る法人その他の団体が次のアからエまでのいずれにも適合するもので

あると認めるときは、その承認をするものとします。

ア 定款等において回答業務を実施する旨の定めがあること。

イ 役員のうちに法第４条第１号から第５号までのいずれかに該当する者がない

こと。

ウ 回答業務を適正かつ確実に実施するために必要な業務規程及び情報管理規程

が定められていること。



エ アからウまでに掲げるもののほか、回答業務を適正かつ確実に実施すること

ができると認められるものであること。

５ 承認の通知等

公安委員会は、４の承認を行ったときは、書面をもって、申請者にその旨を通知

するとともに、その旨を官報により公示しなければならないこととします。

６ 名称等の変更の届出

（１）盗品売買等防止団体は、３（１）ア又はイに掲げる事項を変更しようとすると

きは、あらかじめ、変更しようとする年月日及び変更しようとする事項を記載し

た変更届出書を公安委員会（公安委員会の管轄区域を異にして回答業務の本拠と

なる事務所を変更したときは、変更後の回答業務の本拠となる事務所の所在地を

管轄する公安委員会）に提出しなければならないこととします。

（２）公安委員会は （１）の規定による変更届出書の提出があったときは、変更し、

ようとする年月日及び変更しようとする事項を官報により公示しなければならな

いこととします。

（３）盗品売買等防止団体は、３（２）アからエまでに掲げる書類に記載した事項に

変更があったときは、当該変更の日から１４日以内に、変更後の事項を記載した

書類を公安委員会に提出しなければならないこととします。

（ ） 、 、４ 盗品売買等防止団体は 業務規程又は情報管理規程を変更しようとするときは

あらかじめ、公安委員会の認可を受けなければならないこととします。

７ 事業報告等

（１）盗品売買等防止団体は、毎事業年度の開始前に、回答業務に関する事業計画書

及び収支予算書を作成し、公安委員会に提出しなければならないこととします。

これを変更しようとするときも、同様とします。

（２）盗品売買等防止団体は、毎事業年度終了後３月以内に、回答業務に関する事業

報告書及び収支計算書を作成し、公安委員会に提出しなければならないこととし

ます。

（３）公安委員会は、盗品売買等防止団体の回答業務の適正かつ確実な実施を確保す

るため必要があると認めるときは、盗品売買等防止団体に対し、回答業務に関し

必要な報告又は資料の提出を求めることができることとします。

８ 是正又は改善の勧告

公安委員会は、盗品売買等防止団体がこの規則の規定に違反したとき、又は盗品



売買等防止団体の回答業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、盗品売

買等防止団体に対し、その是正又は改善のため必要な措置をとるべきことを勧告す

ることができることとします。

９ 回答業務の廃止の届出

（１）盗品売買等防止団体は、回答業務を廃止しようとするときは、廃止の理由及び

時期を記載した廃止届出書を公安委員会に提出しなければならないこととしま

す。

（２）公安委員会は （１）の規定による廃止届出書の提出があったときは、その旨、

を官報により公示しなければならないこととします。

10 承認の取消し

（１）公安委員会は、盗品売買等防止団体が次のアからエまでのいずれかに該当する

ときは、その承認を取り消すことができることとします。

ア 偽りその他不正の手段により４の承認を受けたとき。

イ ４アからエまでのいずれかに適合しなくなったとき。

ウ 公安委員会が７（３）の規定により盗品売買等防止団体から報告又は資料の

提出を求めた場合において、その報告若しくは資料の提出がされず、又は虚偽

の報告若しくは資料の提出がされたとき。

エ ８の規定による勧告があったにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じて

いないと認められるとき。

（２）公安委員会は、前項の規定により盗品売買等防止団体の承認を取り消したとき

は、その旨を官報により公示しなければならないこととします。

11 提供を行う情報

公安委員会が法第２７条の規定により盗品売買等防止団体に対し提供を行う情報

は、盗品等に関する情報のうち、盗品等に付された番号、記号その他の符号としま

す。


